
＜別紙＞ 

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針 

 

１． 基本方針 

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るイ

ンセンティブとして十分に機能するよう株主利益との連動にも配慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬

の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬として

の金銭による基本報酬と、譲渡制限付株式報酬により構成する。 

 

２． 基本報酬 (金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 (報酬等を与える時期または条件の決定に

関する方針を含む。) 

当社の取締役の基本報酬は、月例の金銭による固定報酬とし、職責に応じて、他社水準、当社の業績、従業

員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。 

 

３． 業績連動報酬等に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額または数の算定方法の決定に関する方

針ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または

条件の決定に関する方針を含む。) 

業績連動報酬は非金銭報酬により付与することができる。非金銭報酬は、毎年、定時株主総会終了後の最初

に開催される定時取締役会にて、上記の基本報酬に対して職責に応じて決定する一定の係数を乗じた金額に

相当する株数を、譲渡制限付株式報酬として、その定時取締役会から 1 か月以内に付与することができる。

なお、業績連動報酬としての非金銭報酬は、各位の職責のみならず、業績への直接的・間接的な貢献可能性

を加味して基本報酬に対して乗ずる係数を決定する。 

 

４． 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の

決定に関する方針 

取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模に属する企業をベンチマークとする報酬水

準を踏まえ、委員の過半数を社外取締役とし、社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会において検討を

行う。取締役会（及びその委任を受けた代表取締役会長）は指名・報酬委員会の答申内容で示された種類別

の報酬割合を尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。 

 

５． 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項 

個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受け

るものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、付与する場合の非金銭報酬等の額及びそれらの

支給時期の決定を含むものとするが、当該権限の行使にあたっては当社の規定する「取締役規程」の内容を

遵守しなければならない。当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるよう、代表取締役会長は指

名・報酬委員会に必ず原案の作成を諮問し答申を得るものとする。代表取締役会長は、当該答申の内容を最

大限に尊重して個人別の報酬等の内容を決定しなければならないこととする。なお、譲渡制限付株式報酬に

ついては、その発行にあたり取締役会による決定を要する。 

 

６． その他個人別報酬の内容決定に関する重要な事項 

譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして長期にわたり機能させるため、

実質的に取締役の任期満了による退任時まで他人への譲渡が出来ないよう支給の都度譲渡制限期間を付す

ものとし、また、取締役の任期満了前にその地位を失った場合は原則的に当社により無償取得されるものと

する。 


